
新型コロナウイルス感染症関連情報（3月4日現在）

新型コロナワクチン接種について
問�合せ／水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター（☎0570-089-310）

または保健予防課新型コロナワクチン事業室（☎303-6313）

初回接種（1・2回目接種）について

　これから初回接種（1・2回目接種）を希望する12歳以上の方について、ワ
クチン接種の予約を受付けています。接種を希望する方は、インターネッ
トなどで予約してください。
※ファイザー社製ワクチンを使用します。
※�接種券一体型予診票またはクーポン券（接種券）がない方は、水戸市新型
コロナワクチン接種コールセンター（☎0570-089-310）へ連絡してくだ
さい。

▼実施医療機関
・五軒町クリニック（五軒町2）
・城南病院（城南3）
・城南病院附属クリニック（城南3）
・藤原内科医院（見川町）
・水戸済生会総合病院（双葉台3）
・水戸赤十字病院（三の丸3）

　市では、追加接種（3回目接種）について、集団接種、かかりつけ医などで
の個別接種や大規模接種を行っています。このほか、県大規模接種会場も設
けられています。集団接種会場で使用するワクチンの変更、各会場の開設日、
12歳以上の方を対象とした初回接種（1・2回目接種）などについてお知らせ
します。

新型コロナワクチン接
種の詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。

専�用サイト／https://vaccines.sciseed.
jp/mito-city

※右の二次元コードからも申込めます。

インターネット
水戸市新型コロナワクチン接種コールセンター
専用電話／0570-089-310
時�間／午前9時30分～午後5時　※土・日曜日、祝日も開設。

電話

予約方法

追加接種（3回目接種）について

開設日／月～金曜日　※祝日を除く。
開�設時間／午後2時～5時（受付は午後4時30分まで）
会�場／ミオス（赤塚1）
▼使用するワクチンを変更します
　国から、ファイザー社製ワクチンが追加供給されたこ
とに伴い、3月14日（月）以降に使用するワクチンをファ
イザー社製に変更します。

▼接種会場を集約します
　4月上旬から、個別接種会場を約10か所に集約します。
※�最新情報は、市ホームページをご覧ください。
※�使用するワクチンは、接種会場により異なります。

集団接種会場

個別接種会場

市大規模接種会場
開�設日／4月9日（土）・16日（土）　※このほかの開設日
は調整中です。最新情報は市ホームページをご覧く
ださい。
開�設時間／午前9時～正午（受付は午前11時30分まで）、
午後2時～5時（受付は午後4時30分まで）
会場／市総合運動公園体育館（見川町）
※ファイザー社製ワクチンを使用します。

県大規模接種会場
開設日／3月中は毎日開設
開�設時間／午前10時～午後8時
会場／県庁福利厚生棟アリーナ（笠原町）
※武田／モデルナ社製ワクチンを使用します。
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水戸市へ転入した方は接種券発行の申請が必要です

※�転入前の市区町村で新型コロナワクチンを1回または2回接種した方は、その接種記録が記載されている「接種済証」「接種
記録書」「接種証明書」のいずれかの写し（電子申請の場合は画像データ）を添付してください。

郵送申請 電子申請

「新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請書【転入者用】」
に記入し、郵送で、水戸市保健所新型コロナワクチン事業
室（〒310-0852笠原町993-13）へ
※�申請書は、市役所、各出張所、各市民センターまたは市

ホームページから入手できます。

いばらき電子申請・届出サービス（https://
s-kantan.jp/city-mito-ibaraki-u/offer/offer
List_detail.action?tempSeq=24594）から申
込み
※右の二次元コードからも申請できます。

　令和3年3月1日から12月31日までに水戸市に転入した方で、新型コロナワクチン接種を希望する方は、申請が必要です。
次のいずれかの方法で申請してください。

ワクチン接種のあとも、引続き感染症対策をお願いしますワクチン接種のあとも、引続き感染症対策をお願いします

　新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（新型コロナ
ワクチン接種証明書）は、ワクチンを接種したことを国と
市が公的に証明するもので、海外渡航用と日本国内用の2
種類を発行しています。
　現在、水戸市新型コロナワクチン接種証明書申請デスク

（内原庁舎）で申請を受付けていますが、3月22日（火）から
水戸市新型コロナワクチン事業室（笠原町）へ変更します。

申�請先／郵送で、水戸市新型コロナワクチン事業室
（〒310-0852笠原町993-13）へ
※�接種を証明する書類として、接種済証や接種記録
書も引続き利用できます。

※�申請方法など、詳細は、市ホームペー
　ジをご覧ください。右の二次元コード
　からも確認できます。

マスクは正しく着用を

石けんなどでしっかり手洗いを

3密（密閉・密集・密接）はもちろん、1密も回避を

こまめに換気を

・�会話時（会食時を含む）は、必ず
着用しましょう
・鼻までしっかり覆いましょう
・着けたら外側は触らない
・�不織布マスクを着用しましょう

3密はもちろん、1密で
も感染の危険性がありま
す。なるべく2ｍ、最低
1ｍは人との間隔を空け
ましょう。

次のようなタイミングでは、必ず
石けんで手洗いをしましょう。
・�共用物（手すり、ドアノブなど）

に触った後
・食事の前後
・公共交通機関の利用後など

少なくとも30分に1回は、
窓やドアを2か所以上開
けて、部屋の空気を入換
えましょう。また、換気
設備の定期的な点検もし
ましょう。

密閉 密接 密集

問�合せ／保健予防課（☎243-7315）

接種証明書の申請窓口が変わります

密閉 密接 密集密閉 密接 密集
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